
希望者は申請方法に誤りがないよう本要項を熟読の上、手続きしてください。

平成2９年度入学料・授業料免除等申請要項

[4月入学料・前期（４～９月）分授業料・前後期一括授業料]

◆申請は、免除等の対象となる各期に在学している学部及び大学院の正規生のみが対象です。必ず本人が申請して
ください。

◆ 入学料は免除又は収納猶予が申請できます（併願も可能です）。授業料は免除・収納猶予・分納のいずれか１つし
か申請できません。

◆ 一旦入学料・授業料を納入された場合は、免除・収納猶予・分納の対象とはなりません。

◆ 授業料免除等申請については前期（４～９月）分・後期（１０～３月）分を一括して申請することができますが、判定
は各期に行います。前期分と後期分で、必ずしも同様の結果になるとは限りません。また、予算の制約上、全員が申
請どおりの結果になるわけではありません。

◆ 判定結果が出る前に退学・休学をする場合及び６か月未満での修了が見込まれる場合は、授業料を納入する必要
がありますので、学生センターで申請の取り下げ手続きをしてください。また、申請学期の途中で休学・退学・修了の予
定がある場合は、申請することはできません。

◆ 提出された書類は返却しません。また、審査の段階で必要に応じて申請要項に定められているもの以外の書類の
提出を求めることがあります。

◆ 審査の段階で、書類の不備や確認すべき事項があった場合は、受付期間後でも追加書類の提出を求めたり、事実
確認を行うことがありますので、学生センターからの連絡には速やかに対応してください。なお、不足書類や追加書類
を、指定された期日までに提出しなかった場合は、書類不備として免除等の対象外となりますので注意してください。

◆ 提出書類の虚偽記載、偽造等により入学料・授業料の免除等許可を受けたことが判明した場合は、その許可は取
り消され、直ちに入学料・授業料を納入していただきます。

◆ その他の注意事項についても重要な情報ですので必ず読んでください。

≪申請手続≫
①入学手続時に他の入学手続関係書類とともに、『平成２９年度入学料免除・収納猶予申請予定者票』（以下、「申請
予定者票」という）を提出（入学料免除等申請者（併せて授業料免除等を申請する者を含む。以下同じ。）のみ）
　 受付期間：各学部・研究科入学手続期間中
提出方法：各学部・研究科入学手続所定の方法に従ってください

②「大阪大学授業料免除等申請システム」への申請者情報の登録（入学料・授業料免除等申請者共通）

　 受付期間：平成２９年３月６日（月）～平成２９年４月４日（火）１６：３０（厳守）
③各種様式・証明書類等の提出（入学料・授業料免除等申請者共通）

　 受付期間：平成２９年３月６日（月）～平成２９年４月７日（金）１６：３０（厳守）（土・日・祝を除く）

◇③の書類等提出場所：各学生センターに設置しているポスト（本要項に案内図あり）
　　吹田学生センター　⇒　ICホール１階
　　豊中学生センター　⇒　学生交流棟１階
　　箕面学生センター　⇒　研究講義棟A棟1階

◆上記手続を期間中にすべて行わなければ、申請は完了しません。
◆いずれか一つでも受付期間を過ぎた場合は一切受付を行わず、申請は無効
となります。
◆申請における「よくある質問について（Ｑ＆Ａ）」を大阪大学ホームページ上に別
途掲載しますので、併せてご確認ください。

問い合わせ先

大阪大学吹田学生センター　授業料免除担当
〒５６５－０８７１　大阪府吹田市山田丘１－１
E-mail:gakusei-sien-en1@office.osaka-u.ac.jp
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入学料・授業料免除等申請に必要な書類について p.7
１．入学料免除等申請をする場合に、申請者全員が必ず提出する書類
２．申請区分に応じて、申請者全員が必ず提出する書類
３．世帯構成員の中に、就学者が含まれる場合に提出する書類
４．本人が区分に該当する場合に提出が必要な書類
５．「家計支持者」「本人（配偶者）」の収入について、区分に該当する場合に提出が必要な書類
６．特別控除を受けるために必要な証明書類
７．私費外国人留学生で、家族が日本に在住している場合に提出が必要な書類

様式集
『平成２９年度入学料免除・収納猶予申請予定者票』

『在学状況書類貼付用紙』（様式５）
『支払い（見込み）証明書』（様式６－１）
『給与明細関係書類貼付用紙』（様式６－２）
『大阪大学アルバイト申告書』（様式６－３）
『年金関係書類貼付用紙』（様式７）
『推薦書』（様式８）
『療養費証明書』（様式９）
『申立書・事情書』（様式１０－１）
『アルバイト等に関する退職申立書』（様式１０－２）

入学料免除・授業料免除の収入・所得限度額について

各キャンパスの提出場所

入学料・授業料免除等　年間スケジュール

平成２９年度入学料・授業料免除等申請要項
[4月入学料・前期（４～９月）分授業料・前後期一括授業料]
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◆

◆

◆

◆

◆ 「前後期一括申請」をした場合でも、免除等の判定は前期・後期それぞれ独
立して別に行います。限られた予算の範囲内で実施しているため、前期の判
定結果が後期で保証されるものではありません。
前期と後期で判定結果が変わる場合もありますので、注意してください。

例①　前期：全額免除　→　後期：半額免除
　例②　前期：全額免除　→　後期：不許可

授業料免除等の「前後期一括申請」について

授業料免除・収納猶予・分納の申請については、前期申請の時点で、前期（４
～９月）・後期（１０～３月）をまとめて一括で申請を行うことができます。この「前
後期一括申請」を行った場合、後期について再度の申請は不要となります。
　以下の点に留意して申請手続きを行ってください。

平成２９年度授業料免除等の前期分・後期分ともに申請を希望する場合、原
則として前期申請の時点で「前後期一括申請」を選択してください。

ただし、次の場合は「前後期一括申請」ができません。前期のみの免除等申
請を行い、後期分は改めて申請を行う必要があります。

「前後期一括申請」をする場合、平成２９年４月１日現在の世帯構成、家計基
準等で申請をしていただくことになります。

「前後期一括申請」をした場合でも、前期申請時（平成２９年４月１日現在）と
後期申請時（平成２９年１０月１日現在）で、申請内容（申請区分・家族状況・
就学状況・家計状況等）に変更が生じた場合、後期の申請期間中に改めて
「変更申請」を行う必要があります。詳しくは平成２９年８月末発表予定の申請
要項を確認してください。

　・年度途中で卒業・修了予定の場合（進学等により在籍課程が変更となる場合も含む）
　・年度途中（後期）から、初めて最短修業年限を超えて在学することになる場合
　・年度内に休学、退学を予定している場合

平成２８年度（平成２７年分）課税（所得）証明書の提出について

　課税（所得）証明書は、扶養控除人数及び住民税課税・非課税の有無（課税額
等）が記載されたものを発行してください。
　記載のない場合は、必要事項が記載された課税（所得）証明書を発行の上、再
度提出していただく必要があります。
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p.4

申請条件の確認 要項に記載された申請条件を満たしていないと
申請することはできません。

p.3

『申請予定者票』
の提出※

入学手続の際、他の関係書類とともに、『申請予
定者票』を所定の窓口に提出してください。

※入学料免除等
　 申請者のみ

申請準備から結果発表までの流れ

入学料免除等 授業料免除等

『免除等申請システム』への登録・提
出書類の印刷

入力受付期間中に免除等申請システムにログイ
ンし、順次各項目を選択・入力し、登録を完了し
てください。
登録にあたっては、別途大阪大学ホームページ
に掲載の免除等申請システムマニュアルを参照
してください。

p.5

必要書類の確認
免除等申請システム入力後に表示される『提出
書類チェックシート』及び本要項を再度確認し、提
出書類に漏れ・不備がないか確認してください。

p.5

申請区分及び世帯の構成員の確認
申請区分（一般、独立生計者、私費外国人留学
生）を選択し、世帯の構成員（家族数）を確認して
ください。申請区分や世帯の構成員によって、必
要となる書類が異なります。p.4

必要書類の準備
本要項を熟読の上、各自の状況に応じて、定めら
れた必要書類を準備してください。
『大阪大学授業料免除等申請システム』（以下、
「免除等申請システム」という。）からも、必要書類
は確認できます。

p.4

結果発表
大阪大学ホームページに判定結果を発表しま
す。（受付番号で掲載しますので、各自管理してく
ださい。）

申請関係書類の提出
書類提出受付期間中に、受付番号の入った各様
式、各証明書類、『提出書類チェックシート』につ
いて、受付番号を記入した封筒に入れ最寄りの
学生センターの指定場所に提出してください。p.5

書類点検/不足・不備書類の連絡
受付終了後から結果発表までの間、提出された
書類の点検を行いますので、必要に応じて修正
や再提出の連絡を行うことがあります。

p.6

p.6

2



１．申請条件の確認

Ⅰ．入学料

１．免除申請の条件

（学部生）
（１）

（２）

（大学院生）
（１）

（２）

（３）

※１

※２ （事由例）

２．収納猶予申請の条件（学部生・大学院生共通）
（１）

（２）

Ⅱ．授業料

１．免除申請の条件（学部生・大学院生共通）
（１）

（２）

２．収納猶予・分納申請の条件（学部生・大学院生共通）

　入学料・授業料免除等の申請が可能かどうか、条件を確認してください。それぞれ、いずれかの条件を満たしている
場合に、審査対象となります。（学部生の場合、入学料免除は原則として認められません。以下Ⅰ．１．（学部生）参照）

入学前１年以内において、入学する者の、学資を主として負担している方（以下「学資負担者」という。）
が死亡した場合、又は本人若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けたことにより、入学料の納入
が著しく困難である場合

（１）に準じる場合であって、総長が相当と認める事由がある場合（※１）（※２）

入学前１年以内において、入学する者の学資負担者が死亡した場合、又は本人若しくは学資負担者が
風水害等の災害を受けたことにより、入学料の納入が著しく困難である場合

経済的理由によって授業料の納入が困難である場合

授業料の各期毎の納入前６か月以内（新入生の場合は１年以内）において、申請者の学資負担者が死
亡した場合、又は本人若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けたことにより、授業料の納入が著
しく困難である場合

経済的理由によって授業料の納入が困難である場合、その他やむを得ない事情があると認められる場合

◆入学料及び授業料の免除等申請において、どの程度の収入で「納入が困難である」と認められるかについては、後
に添付の　「授業料免除・入学料免除の収入・所得限度額について」で確認してください。
◆免除の判定にあたっては学力基準も考慮しますが、どの程度の成績で「学力基準を満たす」かについては、公表し
ていません。
◆Ⅱ．１．授業料免除申請の条件について、（１）又は（２）を満たしていても、次のいずれか一つに該当する場合は免
除の対象となりません。
　１．直前の学期の授業料が未納の場合
　２．既に申請期の授業料を納入している場合
　３．特別の理由なく同一の学年に留まっている場合（（２）による申請の場合は除く）
　４．特別の理由なく最短修業年限を超えている場合（（２）による申請の場合は除く）

◆今回の申請者のうち、上記の条件を満たしている学生を対象に選考を行い、予算の範囲内で入学料・授業料の全
額又は半額免除及び収納猶予等を決定します。（定められた予算の範囲内で免除を行いますので、条件を満たしてい
る場合であっても免除等が認められないことがあります。）

経済的理由によって入学料の納入が困難である場合

入学前１年以内において、入学する者の学資負担者が死亡した場合、又は本人若しくは学資負担者が
風水害等の災害を受けたことにより、入学料の納入が著しく困難である場合

（２）に準じる場合であって、総長が相当と認める事由がある場合（※１）（※２）

条件を満たすかどうか確認の必要がありますので、必ず申請前に吹田学生センターまで連絡をし
てください。なお、必要な証明書が提出できない場合は免除申請できません。

入学前１年以内に学資負担者が会社の倒産、解雇若しくは病気による就労困難の事由により、や
むを得ず失職又は退職し、かつ再就職等による１年間の収入見込額が、学資負担者の居住する
都道府県の地域別最低賃金額（時間額）に2,080（40時間×52週）を掛けた額を下回る場合

経済的理由によって入学料の納入が困難である場合
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２．『申請予定者票』の提出（入学料免除等申請者のみ）

３．申請区分及び世帯の構成員の確認

※

申請区分に応じて以下のとおり世帯の構成員が変わります。

①

②

③

●：世帯の構成員に該当
★：当該構成員が日本に住んでいる場合のみ該当

４．必要書類の準備
以下①又は②により、どのような書類が必要か確認し、早めに準備をしてください。

①

②

◆

入学料免除・収納猶予を申請する方は、入学手続の際、担当係へ入学手続関係書類とともに、入学料の領収書に
代えて、本要項に添付されている『申請予定者票』（『平成２９年度入学料免除・収納猶予申請予定者票』）を提出してく
ださい。

私費外国人留学生 　私費外国人留学生（在留資格：『留学』）

一般 「独立生計者」、「私費外国人留学生」のどちらにも該当しない場合

学部学生は原則として「独立生計者」の区分では申請できません。
独立生計の認定・必要な証明書類の詳細については、様式３「独立生計者の家計状況
申告書」に記載されていますので、必ず確認してください。

◆入学料を支払った場合、入学料免除・収納猶予の申請はできません。
◆入学手続時に上記『申請予定者票』を提出した場合でも、後で定める【５．『免除等申請システム』への登録・提出書
類の印刷】、【７．申請関係書類の提出】をそれぞれ期限内に行わなければ、申請は無効となります。十分注意してくだ
さい。

◆４月入学料免除等申請、前期（４～９月）分授業料免除等申請、授業料免除等前後期一括申請は、平成２９年４月１
日時点で、以下のとおり申請区分を選択する必要があります。

申請区分 要　　件

独立生計者※

　以下１～３の条件をすべて満たしていること
　　１．本人（及び配偶者）の父母等と別居している
　　２．本人（又は配偶者）に収入があり、その収入について所得
　　　　申告がなされ、所得証明書が発行されている
　　３．所得税法上、父母等の扶養家族でない

父及び母、又は父及び母に代わって家計を支えている者（「家計支持者」
という。）

★ ●

同居・別居を問わず、所得税法上家計支持者又は申請者の扶養下にあ
る者

● ★ ●

◆世帯構成員の確認

世帯の構成員
独立
生計者

私費外国人
留学生 一般

申請者（独立生計者、私費外国人留学生の場合は配偶者を含む。） ● ● ●

上記②又は③に該当する方がいれば世帯人数（家族数）に含まれます。その場合、その方に係る各種証明書類
等の提出が必要となります。
家計支持者について、申請者は原則として該当しませんが、独立生計者は申請者本人（又は配偶者）を家計支
持者とみなします。
同居・別居にかかわらず、②～③に該当しない祖父母・兄弟姉妹等は世帯の構成員に含まれないため、免除等
申請システムへの登録や、各種証明書類等の提出は不要となります。

本申請要項の７ページ以降の「入学料・授業料免除等申請に必要な書類について」を参照

「免除等申請システム」（５．に記載のＵＲＬ）にて金額欄以外の各項目を入力し、『提出書類チェックシート』（「申請
書作成」ボタンを押すと出力されるＰＤＦの最後のページに表示されます。）を参照

申請要項で定めている各様式は、「免除等申請システム」又は大阪大学ホームページから印刷してください。
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５．『免除等申請システム』への登録・提出書類の印刷

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

６．必要書類の確認
◆

◆

７．申請関係書類の提出

◆
◆

◆

ログイン後、申請の種類（入学料免除、前期（４～９月）分授業料免除、授業料免除前後期一括 等）を選択し、入
力を進めてください。入学料と授業料の同時免除等申請や授業料の前後期一括免除等申請も選択できます。

新入生の場合、２回目以降のログインでは、初回ログイン時に表示された修正用パスワードを使用してください。
このパスワードは学生センターでは再発行ができません。紛失すると申請できなくなりますので、大切に保管してく
ださい。

この『免除等申請システム』への登録が上記期間中に完了しなかった場合、下記【７．申請関係書類の提出】によ
り学生センターに書類を提出しても申請は無効となります。

新入生で既に大阪大学個人IDとパスワードを所有している場合でも絶対に使用せず、上記新入生共通パスワードを
使用してログインしてください。
　登録ボタンを押すまでは、入力途中で保存ボタンを押して何度でも入力を行うことができます。
やむを得ず、上記受付期間中に証明書類が用意できず金額が入力できない場合は空欄とし、受給の有無等の事実
関係についてはもれなく選択、入力してください。
登録ボタンを押す前に、入力内容に誤りがないか、入力すべき項目に入力漏れがないか、十分確認してくだ
さい。

入力が完了して登録ボタンを押すと、「申請書作成」ボタンが表示されます。
「申請書作成」ボタンを押し、受付番号が入った各様式、『提出書類チェックシート』を印刷してください。
登録後は、内容の修正ができません。修正が必要な場合は、印刷した各申請書様式の該当箇所を直接黒インク
で修正してください。

すべての項目の入力が完了したら、必ず登録ボタンを押してください。登録ボタンを押さなければ、申請は無効に
なります。また、入力途中であっても上記期間を過ぎると一切入力はできなくなります。

在学生は上記期間中に大阪大学個人IDとパスワードで在学生欄からログインしてください。

免除等申請システムURL：　https://cs-web.osaka-u.ac.jp/menjo/　　

入力受付期間：平成２９年３月６日（月）０：００～平成２９年４月４日（火）１６：３０（厳守）

新入生は、希望する『申請の種類』を選択後、下記共通パスワードとメールアドレス（任意）でログインしてくださ
い。なお、登録は１人１件のみで、異なるメールアドレスを用いて複数件の情報を登録することはできません。

新入生共通パスワード（初回ログイン用）　：　handai1704

封筒には必ず受付番号を記入してください。
学生センターへの書類提出は郵送でも受け付けます。提出書類一式を書留等の配達記録が残る形で以下の宛
先まで郵送してください。
学生センターで書類提出を確認後、受領確認をメールにてお知らせします。（日数を要する場合があります。）

〒５６５－０８７１
大阪府吹田市山田丘１－１　大阪大学吹田学生センター　宛

（封筒の表に、「授業料（入学料）免除等申請書類在中」と朱
書きしてください）

郵送での提出の場合、平成２９年４月７日（金）必着です。翌日以降の到着分は無効となります。

発行された４桁の受付番号は結果確認のために必要です。紛失しないよう注意してください。

システム登録完了後に印刷した『提出書類チェックシート』にて必要な書類がすべてそろっているか確認し、チェッ
クを入れてください。また、『提出書類チェックシート』は免除等申請システムの入力内容に基づいて出力されてい
ますので、本要項も再度確認し、提出書類に漏れ・不備がないか確認してください。

書類提出受付期間に用意することができない証明書類は、最速の提出可能日を『提出書類チェックシート』に黒イ
ンクで記入してください。

上の４．～６．で用意した、受付番号の入った『提出書類チェックシート』、各様式、各証明書類を封筒（任意のもの）に
入れ、学生センターへ提出してください。

書類提出受付期間　：　平成２９年３月６日（月）　８：３０　～　平成２９年４月７日（金）　１６：３０（厳守）
　　　　　　　　　　　　　　　　　（ただし、最終日以外は学生センターの開館時間内（８：３０ ～ １７：００）に限る。）
　　　　　　　　　　　　　　　　 箕面学生センターにつきましては、１０：００ ～ １６：３０　となります。
書類提出場所　：　各キャンパス（吹田・豊中・箕面）の学生センター等に設置しているポスト

平成２９年４月７日（金）１６：３０を過ぎると、理由の如何を問わず、書類は一切受理しませ
ん。「免除等申請システム」の入力が完了していても、申請は無効となります。
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８．書類点検/不足・不備書類の連絡

◆

◆

９．結果発表

◆ ４月入学料免除・収納猶予
平成２９年６月末（予定）

◆ 前期（４～９月）分授業料免除・収納猶予・分納
平成２９年７月末（予定）
結果発表日については、別途事前に大阪大学ホームページ及びＫＯＡＮ掲示板でお知らせいたします。

◆ 「前後期一括申請」をした場合、後期分授業料免除等の結果は、翌年の1月末頃に発表予定です。

◆

◆

◆

１０．その他
１． 個人情報の取り扱いについて

２．

３．

　提出された書類を点検後、不足・不備書類や確認事項等があれば、吹田学生センターからメール又は電話で連絡し
ます。期限までに不足書類の提出又は確認への回答がない場合は、免除等の対象外となります。
　（メール又は電話がつながらない場合は、申請者の不利益となります。）

書類提出（質問への回答）期限　：　学生センターが連絡をした日から１週間程度（期限厳守）
不足書類提出場所　：　各キャンパス（吹田・豊中・箕面）の学生センター等に設置しているポスト

提出する書類は、必ず『不足書類　○○○○（受付番号）』と記入した封筒（任意のもの）に入れて提出してくださ
い。また、提出書類の右上にも受付番号を記入してください。
不足書類が複数ある場合、期限までに全ての書類の提出がなければ、免除等の対象外となります。十分注意し
てください。

結果発表は以下のとおり、大阪大学ホームページ上で行います。

入
学
料

全額免除 入学料は全額免除されます。

半額免除
本学から振込依頼書を新たに郵送しますので、結果発表日から１４日以内に所定
の振込手続を行ってください。
期限までに振込手続が完了しなかった場合、大阪大学の学生の身分を失いますの
で注意してください。

平成２９年９月下旬まで、授業料の納入が猶予されます。

分納
発表時の通知文書に従い、前期授業料相当額を平成２９年８月下旬と９月下旬に
半額ずつ納入してください。 ※９月末修了者は、別途所属部局から支払期限が指定される場合があります。

授業料の納入について、口座振替の手続をしている場合は、当該預金口座から引き落としできるよう、入金等の
手続を行っておいてください。
口座振替の手続をしていない場合は、大学より本人宛に振込依頼書を郵送しますので、振込依頼書に記載され
ている期日までに、大学が指定する口座へ振り込んでください。
前期（４～９月）分の授業料を、所定の期日までに納入していない場合、前後期一括申請をしていた場合であって
も、後期（１０～３月）分授業料免除等の対象とはなりません。

不許可

収納猶予

平成２９年９月末まで、入学料の納入が猶予されます。本学から振込依頼書を新た
に郵送しますので、指定の期日までに振込手続を行ってください。
期限までに振込手続が完了しなかった場合、大阪大学の学生の身分を失いますの
で注意してください。

授
業
料

全額免除 前期分のみ、授業料は全額免除されます。

半額免除 発表時の通知文書の記載に従い、指定期日までに、所定の授業料を納入してくだ
さい。不許可

収納猶予

出願にあたって大学が取得した情報は選考業務・各種経済的支援業務に使用します。この目的の適正な範囲に
おいて、必要に応じ個人情報を業務委託先に提供しますが、その他の目的には使用しません。

要項本文で繰り返し述べていますが、入学料・授業料免除に必要な手続はすべて期限厳守となっており、遅れた
場合にはいかなる理由であろうと申請は受け付けられません。申請する方はこのことに十分留意し、早めに手続
を完了するようにしてください。

入学料・授業料免除に関する情報は、大阪大学ホームページでも掲載しています。よくある質問（Ｑ＆Ａ）も掲載し
ていますので、申請する方はこちらも確認してください。
なお、ホームページに掲載の事項は、掲載をもって周知したものとし、すべての事項について、個別にメール等で
案内をするものではありません。
【大阪大学ホームページ：http://www.osaka-u.ac.jp/ja/guide/student/tuition/remission】
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◆ 平成２９年４月１日現在の状況で書類を提出してください。
◆ （写）と記載されている書類はコピーを、（写）と記載のない書類は原本を提出してください。
◆ Ａ４サイズより小さい書類を提出する場合は、Ａ４サイズにコピーするか、Ａ４用紙に貼り付けて提出してください。
◆ 各様式の説明文を必ず確認の上、提出してください。
◆ 複数の項目に該当する結果、提出書類が重複する場合は、提出は１通で構いません。
◆ 申請者の判断で別の書類の代用はできません。必ず指定された書類を提出してください。
◆ 市区町村発行の書類については、マイナンバーの記載のないものを提出してください。
◆ マイナンバーの記載がある書類は、黒塗りするなどして番号が見えないようにしてください。

１． 入学料免除等申請をする場合に、申請者全員が必ず提出する書類
（申請区分に関わらず、入学手続時に提出する必要があります。）

Ｎｏ．

1

２． 申請区分に応じて、申請者全員が必ず提出する書類
（申請区分に応じて、●の書類を必ず提出してください）

一
般

独
立
生
計
者

私
費
外
国
人
留
学
生

2 ● ● ●

3 ● ● ●

4 ● ●

5 ●

6 ●

7 ●

8 ● ● ●

3．

Ｎｏ．

9

一般
独立生計者

私費外国人留学生

『平成２９年度入学料免除・収納猶
予申請予定者票』

入学手続き時に、必ずこの書類を提出してください。提出がない場
合、入学料免除等についての申請は受け付けません。

Ｎｏ．

申請区分

必要書類 注意事項

入学料・授業料免除等申請に必要な書類について

申請区分 必要書類 注意事項

『独立生計者の家計状況申告書』
（様式３）

　『免除等申請システム』からプリントアウトしてください。
　収入≧支出となる必要があります。

申請者の状況により、「父母等の扶養を受けていないことがわかる証
明書類」の提出が必要になる場合があります。詳細については（様式
３）に記載の「大学院生の独立生計認定について」を確認してくださ
い。

本人（及び配偶者）の住民票（原本）

申請要項で定められた同一世帯の家族全員分が必要です。市区町村か
ら取り寄せて原本を提出してください。

◆世帯全員分である旨の証明がある住民票を提出してください。
◆世帯全員分である旨の証明ができない場合、父母の世帯全員分の住民
票を併せて提出してください。
◆父母等と別居しているが、住民票を移動させていない場合は本人（及
び配偶者）と父母等が記載された住民票に併せて、申請時現在で別居し
ていることが分かる書類（賃貸借契約書等の写し等）の提出が必要とな
ります。

『私費外国人留学生の家計状況申告書』
（様式４）

　『免除等申請システム』からプリントアウトしてください。
　収入≧支出となる必要があります。

『入学料・授業料免除等申請書』
（様式１－１、１－２）

　『免除等申請システム』からプリントアウトしてください。

『奨学金状況調書』（様式２）
　『免除等申請システム』からプリントアウトしてください。

奨学金の受給が証明できる書類の提出が必要になる場合があります。
詳細については（様式２）の記載を確認してください。

市区町村発行による、
平成２８年度（平成２７年分）課税（所得）
証明書（原本）

所得が「０」又は、少額により発行されない
場合は非課税証明書（原本）

一　　　般：家計支持者（父及び母、又は父及び母に代わって家計を支持する者）

独立生計者：本人（及び配偶者）　    について必要となります。

給与・給与外所得の収入別金額、配偶者控除・扶養控除人数、住民税
課税・非課税の有無が明記されている原本を提出してください。

父母が共にいる場合は、父母双方の証明書が必要です。
父母がいずれもいない場合、父母に代わって家計を支持する者の証明

書が必要です。

◆免除判定における「就学者」とは、平成２９年４月１日現在で、小学校以上の学校に在学する方を指します。
　但し、中学生以下の場合、No.9『在学状況書類貼付用紙』（様式５）の提出は不要です。
◆次に該当する場合は免除判定における「就学者」には該当しません。
　・学校種別が「専修学校（一般課程）」又は「各種学校」の場合
　・予備校生・研究生・特別聴講生・聴講生・科目等履修生の場合

『提出書類チェックシート』
『免除等申請システム』からプリントアウトしてください。提出時に

書類がそろっているか確認し、チェックを入れてください。

世帯構成員の中に、就学者が含まれる場合に提出する書類

必要書類 発行場所等

『在学状況書類貼付用紙』（様式５）
学生証等のコピーを貼付し、必要事項を記入してください。

就学者の在学校
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４． 本人が区分に該当する場合に提出が必要な書類

Ｎｏ．

10

11

５． 「家計支持者」「本人（配偶者）」の収入について、区分に該当する場合に提出が必要な書類

Ｎｏ．

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

区分 必要書類等

最短修業年限を超過している

『推薦書（学部学生・大学院生共通）』（様式８）

　休学や留学等により超過した場合も含みます。
　指導教員の推薦所見が必要です。所見がない場合は、書類不備で不許可となりま
す。
　必ず入学年月日を確認した上で記入してください。

学資負担者が死亡した

「死亡診断書（写）」又は「埋葬許可証（写）」

対象となるのは平成２８年１０月１日～平成２９年３月３１日（平成２９年４月
入学者は平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日）の死亡です。

給与所得者

（専従者、パート、アルバイト※を含
む）
※NO.12の大阪大学のアルバイトを除
く

○「平成２８年分源泉徴収票（写）」

　同年１月２日以降に転職・就職をした方は、その仕事についての
○『支払（見込み）証明書』（様式６－１）又は○「最近３か月分の給与
明細書（写）」を○『給与明細関係書類貼付用紙』（様式６－２）に貼付
又はホチキス留めして提出してください。

勤務先
（複数ある場合はそ
れぞれの勤務先のも
のが必要）

給与所得者以外（自営業者等）
給与所得者で確定申告を行っている者

○「平成２８年分確定申告書控<第一表（写）及び第二表（写）で、税務
署で受け付けたことがわかるもの>」

確定申告をしていない場合は、市区町村が発行する○「市（町
村）・県（都道府）民税申告書の控（写）」を提出してください。

同年１月２日以降に開始した事業等で所得を得ている場合は、
○「直近３か月分（見込み）の収入金額・必要経費・所得金額が分かる
書類」を提出してください（様式自由）。

※マイナンバー記載部分は黒塗り等で見えないようにしてくだ
さい。

税務署
市区町村

（それぞれの区分を確認し、該当する区分があれば○の書類を提出してください。「本人（配偶者）」の収入につい
ては、所得税法上、家計支持者（父母等）の扶養に入っている場合は提出不要です。）

区分 必要書類等 書類発行場所

大阪大学でアルバイトをしている者

○『大阪大学アルバイト申告書』（様式６－３）

　雇用部局名、就労期間・給与（見込）年額等記載し、申請者の氏
名（サイン）を直筆で記載し、提出してください。就労期間、時給
等は雇用部局で確認してください。

大阪大学ホームペー
ジからダウンロード
してください。

年金・恩給受給者

最新の○「年金振込（支払）通知書（写）」又は○「年金額改定（決定）通
知書（写）」

○『年金関係書類貼付用紙』（様式7）に貼付又はホチキス留めして
ください。

平成２９年４月以降受給予定者は○「年金証書」など最新の年金
額が分かるものを提出してください。

日本年金機構
共済組合
保険会社等

雇用保険（失業給付金）受給者
○「雇用保険受給資格者証（両面）（写）」

支給日数と日額確認のため、必ず両面を提出してください。
ハローワーク

退職者・廃業者

平成２８年１月１日以降に勤務先を
退職もしくは事業を廃業した場合

○「退職日が分かる書類（写）」、○「廃業届（写）」など、退職・廃業年
月日が分かる書類

アルバイト・パートの退職に限り、該当者作成の○『アルバイト等
に関する退職申立書』（様式１０－２）でも可能です。

勤務先
税務署

休職者

○「休職証明書（様式自由）」

休職期間中に給与・手当等が支給される場合は、その○「支給額
が分かる書類」を添付してください（様式自由）。

勤務先等

生活保護受給者（生活保護認定世帯）
○「生活保護決定（変更）通知書（写）」

１年間の扶助料が分かるものを提出してください。
市区町村

日本学術振興会特別研究員
○「採用決定通知書（写）」
○「研究遂行経費に関する調書（写）」　２点とも必要

日本学術振興会

傷病手当金受給者 ○「傷病手当金支給決定通知書（写）」
全国健康保険協会
又は共済組合等

児童扶養手当受給者 ○「児童扶養手当証書（写）」 市区町村

リーディングプログラム奨励金受給者
〇「リーディングプログラム奨励金受給決定通知書（写）」
「授業料免除申請システム」に年間受給金額を給与収入として入力
してください。
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６． 特別控除を受けるために必要な証明書類
◆

◆

Ｎｏ．

24

25

26

27

28

※災害等の申請は、以下の期間に発生したものが対象です。
平成２８年１０月１日～平成２９年３月３１日
（但し、平成２９年４月入学者は平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日）

７． 私費外国人留学生で、家族が日本に在住している場合に提出が必要な書類

Ｎｏ．

29

30

８． 平成２８年熊本地震による被災者の追加提出書類
平成２８年４月に発生した熊本・大分等での地震によって家計支持者が被災し、学費の納入が困難となった場合は、
被災状況が確認できる書類を提出してください。

Ｎｏ．

31

就学者 ○『在学状況書類貼付用紙』（様式５） 就学者の在学校

母子世帯又は父子世帯

○母子世帯又は父子世帯であることが確認できる書類

（例）
○「平成２８年度（平成２７年分）課税（所得）証明書（原本）」
○「平成２８年分源泉徴収票（写）」
○遺族年金を受給していることが分かる書類（写）
○児童扶養手当を受給していることが分かる書類（写）
○戸籍謄本又は抄本（原本）

市区町村
勤務先
日本年金機構等

世帯人員欄に記載された方全員について、以下の区分に該当し、特別控除を受けようとする場合は必要書類を
提出してください。特別控除を受けるための書類に不足・不備がある場合は、控除は適用されません。

免除等申請における世帯の構成員については、本要項「３．申請区分及び世帯の構成員の確認」にて確認し、該
当する方についてのみ特別控除を受けるために必要な証明書類を提出してください。

区分 必要書類等 書類発行場所

火災、風水害、盗難等の被害を受けた
世帯※

○「被（罹）災証明書」又は「盗難届出証明書」
○被害金額が分かる書類
○損害保険金等の支払（補てん）が分かるもの

消防署
市区町村
保険会社等

必要書類等 注意事項 書類発行場所

障がい者
原爆被爆者

○「障がい者手帳（写）」
※申請中の場合はそれが分かる○医師の証明書
○「被爆者健康手帳（写）」

市区町村

６か月以上の長期療養者
要介護認定者

○『療養費証明書』（様式９）

記入にあたっては、様式９の記入要領の記載を参照し、必要に応じて
証明書類を添付してください。

病院
薬局等

区分 必要書類等 書類発行場所

熊本・大分等で発生した地震により被災
した世帯

〇被災状況が確認できる書類
（例）
・罹災証明書（写）
・死亡診断書（写）
・行方不明を証明する書類（写）
・医師の診断書
・申立書等

○被害金額が分かる書類
○損害保険金等の支払（補てん）が分かるもの

市区町村
病院等

住民票（原本）
◆申請要項で同一世帯と認められる家族全員分が必要です。
◆世帯全員分である旨の証明がある住民票を提出してください。

市区町村

平成２８年度（平成２７年分）課税（所得）
証明書（原本）

所得が「０」又は、少額により発行さ
れない場合は非課税証明書（原本）

◆申請要項で同一世帯と認められる家族全員分が必要です。
◆ただし、申請者のものは不要です。
◆給与・給与外所得の収入別金額及び配偶者控除・扶養控除人数が明
記されているものを提出してください。

市区町村
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